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告 示

�愛媛県告示第６１９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部八幡浜支局商工

観光室並びに大洲市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和６年６月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ｍａｃ大洲北只店

大洲市北只１７０－１

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

村上工業株式会社

大洲市若宮５２８番地１

代表取締役 村上 聖

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社大屋

西条市西田甲５９０番地２

代表取締役 伊藤 慎太郎

� 大規模小売店舗の新設をする日

令和７年２月７日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，３８０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

６７台

イ 駐輪場の収容台数

４０台

ウ 荷さばき施設の面積

７０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

７立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

令和６年６月６日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振

興部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日か

ら１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等………………………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…４５８

○ 指定自立支援医療機関の指定（２件）………………………………………………………………………………………………………………（健康増進課）…４５９

○ 指定自立支援医療機関の所在地の変更………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４５９

○ 土地改良事業の計画の変更の認可………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…４５９

○ 指定道路の指定…………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…４５９

○ 土地改良区役員の就退任の届出（２件）……………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課、南予地方局農村整備課）…４５９

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…４６０
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�愛媛県告示第６２２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和６年６月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

西条市氷見土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を令和６年６月１１日認可した。

令和６年６月１８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�������
�愛媛県告示第６２４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和６年６月１８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和６年６月６日

３ 指定道路の位置

四国中央市中之庄町字的ノ尾９５６番１の一部、９５６番２の一部及

び９５７番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ６９．０１メートル

� 幅員 ４．５０メートル ４．００～４．５０メートル

�������
�愛媛県告示第６２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市小栗町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年６月１８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

�愛媛県告示第６２０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年６月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和６年６月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

フロンティア薬局高木町
店 新居浜市高木町５番９号 株式会社フロンティア 大阪市淀川区宮原三丁目

５番３６号
代表取締役
重 森 裕 之

精神通院医療（薬
局）

令和６年
６月１日

にこにこクリニック 松山市平和通６－９－６
野中ビル３０２ 一般社団法人黎明会

栃木県下野市大光寺２－
１９－７ ユーミーレイン
ボー２０１

代表理事
原 拡 邦 精神通院医療 令和６年

６月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

株式会社みらいずきゃん
ばす

松山市小栗６丁目１番２２
号 第２白石ビル２階西

代表取締役
西 岡 浩 平

おひさま訪問看護リハビ
リステーション

松山市小栗６丁目１番２２
号 第２白石ビル２階西 精神通院医療 令和６年

５月１日

株式会社 シェア 松山市福音寺町７０５番地
６

代表取締役
井 出 靖 隆

訪問看護ステーション
バディ 松山市北�米町６６７ 精神通院医療 令和６年

６月１日

Ｆｕｓｉｏｎ株式会社 福岡県宮若市竹原３５５番
地１

代表取締役
笹 山 銀次郎

セノーテ訪問看護愛媛松
山ステーション

松山市南江戸二丁目１番
１８号 Ｃｒｅｄｏ ｉｎ
ｔｅ ｍｉｎａｍｉｅ

ｄｏ １０１号
精神通院医療 令和６年

６月１日

名 称
所 在 地 担当する医療の

種類
変 更
年月日変 更 前 変 更 後

訪問看護ステー
ションあんず

松山市南斎院町
７５９番地１

松山市針田町１２
８番地１ 精神通院医療 令和６年

５月１日

訪問看護ステー
ション陽だまり

西条市小松町新
屋敷甲３０９６番地
４０ジョイおれん
じ１Ｂ

西条市小松町新
屋敷甲３０９６番地
２９

精神通院医療 令和５年
５月１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 友 澤 光 則 松山市小栗５丁目９－２０

〃 澤 田 悟 松山市小栗３丁目４－４３

〃 友 澤 佐代子 松山市小栗５丁目３－８

〃 竹 嶋 秀 明 松山市小栗２丁目４－８

〃 松 本 敏 松山市小栗７丁目１０－３９
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選挙管理委員会告示
退 任

�������
�愛媛県告示第６２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

八幡浜市真穴土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年６月１８日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

就 任

退 任

�愛媛県選挙管理委員会告示第３８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和６年６月１８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１１３，０８６

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，２６２

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３９，１３６

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

監 事 澤 田 茂 松山市小栗３丁目４－４０

〃 神 野 邦 彦 松山市小栗６丁目８－５

〃 青 木 博 美 松山市小栗５丁目６－１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 下 雅 男 八幡浜市真網代丙６４８番地

〃 阿 部 松 訓 八幡浜市真網代丙２３７番地１

〃 楠 本 安 政 八幡浜市真網代丙３８３番地３

〃 大 下 憲 一 八幡浜市真網代丙４３４番地１

〃 黒 田 伊智男 八幡浜市真網代丙６８３番地

〃 矢 野 寛 樹 八幡浜市真網代丙２２２番地

〃 須 賀 成 人 八幡浜市穴井３番耕地２１５番地１

〃 中 廣 光 孝 八幡浜市穴井３番耕地７５０番地２０

〃 治 京 与三郎 八幡浜市穴井３番耕地６１８番地

〃 井 上 金 蔵 八幡浜市穴井３番耕地６３６番地

監 事 古 能 彰 八幡浜市真網代丙７０２番地

〃 松 本 真 次 八幡浜市真網代丙２４０番地２

〃 坂 本 和 則 八幡浜市若山２番耕地４６０－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 友 澤 光 則 松山市小栗５丁目９－２０

〃 澤 田 悟 松山市小栗３丁目４－４３

〃 新 家 稔 松山市雄郡１丁目２－２

〃 竹 嶋 秀 明 松山市小栗２丁目４－８

〃 松 本 敏 松山市小栗７丁目１０－３９

監 事 澤 田 茂 松山市小栗３丁目４－４０

〃 神 野 邦 彦 松山市小栗６丁目８－５

〃 青 木 博 美 松山市小栗５丁目６－１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 嶋 津 多三市 八幡浜市真網代丙３６０番地７

〃 大 下 雅 男 八幡浜市真網代丙６４８番地

〃 阿 部 松 訓 八幡浜市真網代丙２３７番地１

〃 古 能 彰 八幡浜市真網代丙７０２番地

〃 平 美 � 志 八幡浜市穴井３番耕地５１４番地

〃 松 本 真 次 八幡浜市真網代丙２４０番地２

〃 楠 本 安 政 八幡浜市真網代丙３８３番地３

〃 須 賀 成 人 八幡浜市穴井３番耕地２１５番地１

〃 中 廣 光 孝 八幡浜市穴井３番耕地７５０番地２０

〃 治 京 与三郎 八幡浜市穴井３番耕地６１８番地

監 事 松 田 幾 弘 八幡浜市真網代乙３３４番地

〃 佐々木 正 高 八幡浜市真網代丙２４３番地２

〃 二 宮 賢 二 八幡浜市保内町宮内２－６４

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，６８０ １４，２２７

南 宇 和 郡 １７，０４６ ５，６８２

松山市・上浮穴郡 ４２８，２４２ １３８，０４１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３１，８３４ ４３，９４５

宇和島市・北宇和郡 ７０，８８５ ２３，６２９

八幡浜市・西宇和郡 ３３，８６４ １１，２８８

新 居 浜 市 ９５，８０７ ３１，９３６

西 条 市 ８７，６７９ ２９，２２７

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４７，１８５ １５，７２９

伊 予 市 ３０，１５０ １０，０５０

四 国 中 央 市 ６９，９３４ ２３，３１２

西 予 市 ２９，９０３ ９，９６８

東 温 市 ２７，８７７ ９，２９３

令和６年６月１８日 発行


